
  

　　　前年同月比　実質※110.0%の増加　名目※311.1%の増加

　　　全国の消費支出（二人以上の世帯）は、１世帯当たり289,391円

　　　前年同月比　実質※11.8%の減少　名目※30.4%の減少

　　　前年同月比　実質※12.3%の減少

　　　　　　　　　実質※22.2%の減少

　　　　　　　　　名目※31.3%の減少

　　　全国の勤労者世帯の実収入（二人以上の世帯）は、１世帯当たり589,038円

　　　前年同月比　実質※11.6%の増加

　　　　　　　　　実質※21.7%の増加

　　　　　　　　　名目※33.0%の増加

              ※1：物価の変動を取り除いた数値　実質化には消費者物価指数（持家の帰属家賃を除く総合）を用いた。

              ※2：物価の変動を取り除いた数値　実質化には消費者物価指数（総合）を用いた。

              ※3：物価水準の影響を考慮していない数値

勤労者世帯 勤労者世帯

集計世帯数 89 50 7,257 3,929

世帯人員(人) 2.63 2.93 2.87 3.18

有業人員(人) 1.35 1.86 1.33 1.80

世帯主の年齢(歳) 62.2 50.9 61.1 51.1

受取 － 1,642,835 － 1,336,107

実収入 － 609,213 － 589,038

経常収入 － 598,221 － 575,971

勤め先収入 － 521,340 － 497,102

世帯主収入 － 367,042 － 393,138

うち男 － 354,486 － 365,374

定期収入 － 365,567 － 386,613

臨時収入・賞与 － 1,476 － 6,525

臨時収入 － 1,476 － 4,739

賞与 － 0 － 1,786

世帯主の配偶者の収入 － 138,177 － 90,527

うち女 － 138,177 － 88,495

他の世帯員収入 － 16,121 － 13,438

事業・内職収入 － 4,385 － 5,181

家賃収入 － 0 － 914

他の事業収入 － 0 － 3,549

内職収入 － 4,385 － 718

他の経常収入 － 72,496 － 73,687

財産収入 － 260 － 936

社会保障給付 － 72,235 － 71,692

公的年金給付 － 63,261 － 54,981

他の社会保障給付 － 8,974 － 16,711

仕送り金 － 0 － 1,059

用   途   分   類

二人以上の世帯

松 江 市 全   国

　2026年(令和8年)2月分　家計調査結果（二人以上の世帯）（松江市）　

　　　　　〇消費支出(二人以上の世帯）は、   １世帯当たり 298,318円

　　　　〇勤労者世帯の実収入(二人以上の世帯）は、   １世帯当たり 609,213円

消費支出（１世帯当たり）

実収入（１世帯当たり）



勤労者世帯 勤労者世帯

用   途   分   類

二人以上の世帯

松 江 市 全   国

特別収入 － 10,992 － 13,067

受贈金 － 685 － 1,044

他の特別収入 － 10,307 － 12,023

実収入以外の受取(繰入金を除く) － 687,405 － 451,053

預貯金引出 － 327,889 － 308,817

保険金 － 180,170 － 7,496

個人・企業年金保険金 － 180,170 － 4,785

他の保険金 － 0 － 2,712

有価証券売却 － 0 － 707

土地家屋借入金 － 0 － 0

他の借入金 － 0 － 445

クレジット購入借入金 － 179,018 － 132,801

財産売却 － 0 － 0

実収入以外の受取のその他 － 327 － 787

繰入金 － 346,218 － 296,016

支払 － 1,642,835 － 1,336,107

実支出 － 463,373 － 418,315

消費支出 298,318 353,318 289,391 319,797

1 食料 79,804 84,701 83,842 87,645

2 住居 13,417 22,478 18,630 24,090

3 光熱・水道 32,926 30,372 30,118 29,205

4 家具・家事用品 10,444 12,141 9,503 9,968

5 被服及び履物 3,896 4,882 7,340 9,123

6 保健医療 14,047 12,944 15,155 13,448

7 交通・通信 71,395 104,190 40,883 51,518

8 教育 2,693 4,586 8,022 12,902

9 教養娯楽 24,452 28,922 30,890 33,333

10 その他の消費支出 45,244 48,102 45,008 48,565

(再掲) 教育関係費 5,991 10,069 13,031 21,053

(再掲) 教養娯楽関係費 26,433 30,279 34,009 36,635

(再掲) 移転支出(贈与金＋仕送り金) 7,844 6,765 8,969 9,687

(再掲) 経常消費支出 212,026 228,910 213,664 227,548

(再掲) 情報通信関係費 16,743 18,715 15,288 16,343

(再掲) 消費支出(除く住居等) 244,365 264,477 253,032 273,147



勤労者世帯 勤労者世帯

用   途   分   類

二人以上の世帯

松 江 市 全   国

非消費支出 － 110,056 － 98,518

直接税 － 41,736 － 39,942

勤労所得税 － 14,305 － 15,451

個人住民税 － 24,901 － 21,167

他の税 － 2,530 － 3,324

社会保険料 － 68,319 － 58,511

公的年金保険料 － 37,569 － 33,372

健康保険料 － 23,391 － 19,293

介護保険料 － 5,599 － 4,011

他の社会保険料 － 1,761 － 1,836

他の非消費支出 － 0 － 65

実支出以外の支払(繰越金を除く) － 856,883 － 642,041

預貯金 － 660,060 － 474,584

保険料 － 19,721 － 16,418

個人・企業年金保険料 － 4,033 － 3,846

他の保険料 － 15,688 － 12,572

有価証券購入 － 7,522 － 5,523

土地家屋借金返済 － 29,040 － 37,275

他の借金返済 － 3,919 － 1,787

クレジット購入借入金返済 － 136,593 － 105,618

財産購入 － 0 － 253

実支出以外の支払のその他 － 28 － 584

繰越金 － 322,578 － 275,751

可処分所得 － 499,157 － 490,520

黒字 － 145,840 － 170,724

金融資産純増 － 179,243 － 179,504

貯蓄純増 － 171,721 － 174,688

預貯金純増 － 332,171 － 165,767

保険純増 － -160,449 － 8,922

個人・企業年金保険純増 － -176,138 － -939

他の保険純増 － 15,688 － 9,861

有価証券純購入 － 7,522 － 4,816

土地家屋借金純減 － 29,040 － 37,275

他の借金純減 － 3,919 － 1,342

クレジット購入借入金純減 － -42,425 － -27,183

財産純増 － 0 － 253

その他の純増 － -299 － -203

繰越純増 － -23,639 － -20,265



勤労者世帯 勤労者世帯

用   途   分   類

二人以上の世帯

松 江 市 全   国

－ 70.8 － 65.2

黒字率(％) － 29.2 － 34.8

金融資産純増率(％) － 35.9 － 36.6

貯蓄純増(平均貯蓄率)(％) － 34.4 － 35.6

預貯金純増(％) － 66.5 － 33.8

保険純増(％) － -32.1 － 1.8

個人・企業年金保険純増(％) － -35.3 － -0.2

他の保険純増(％) － 3.1 － 2.0

有価証券純購入(％) － 1.5 － 1.0

土地家屋借金純減(％) － 5.8 － 7.6

他の借金純減(％) － 0.8 － 0.3

クレジット購入借入金純減(％) － -8.5 － -5.5

財産純増(％) － 0.0 － 0.1

エンゲル係数(％) 26.8 24.0 29.0 27.4

注１ 統計表中の「-」は該当数字がないものである。 
　２ 二人以上の世帯には、「勤労者世帯」のほか、世帯主が無職の世帯と、自営業者などの

世帯を含み、自営業者などの世帯の収入は調査していないため、二人以上の世帯の収入
にかかる項目は「-」となる。

　３ 可処分所得とは、実収入から非消費支出を差し引いたものである。
　４ 黒字とは、可処分所得から消費支出を差し引いたものである。
　５ 平均消費性向とは、可処分所得に対する消費支出の割合である。
　６ エンゲル係数とは、消費支出に占める食料費の割合である。

(再掲) 可処分所得に対する割合
  平均消費性向(％)


